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RFP発行から契約までの手順
　RFP（Request For Proposal）は入札者より最も有利な条件（価格、納期、品質及び各種条件）で契約する為の要求条件書であり、請負業者から見てもやはり最も有利な条件で契約するための提案条件書のベースとなるもにである。
　すなわち、発注者と請負業者のプロジェクト実行における接点であり、評価、交渉を通して条件設定を行い、最終的に契約書の形でその合意書としてまとめられる。
　この手順は発注者の立場でRFP（発送から契約までの経緯を海外の実例をベースに最も標準的な形式でその手順を示し、同時に最終成果物である契約書についての形態とそのまとめ方について説明している。
1． 契約書及び契約条件
　　契約までの手順を示す前にRFPの構成の一部となる契約書及び契約条件について知ることが契約までの全体の流れを理解するためには必要である。
　発注者が請負業者にプロジェクトを発注する際には発注者の要求事項を具体的に示した書類を準備する必要がある。
　これをRFP(Request For Quotation)と称するが、契約内容の条件には仕事の範囲，技術的範囲、商務的条件等があるが、契約書での条件は商務的条件が主なものとなるが、条件設定に当たってはプロジェクトの特質及び適用技術そして内容を熟知し、そのプロジェクトに責任を持ったプロジェクト統括者（プロジェクトマネージャ）の関与が必要となる。
　契約の主要条項及び内容の設定は下記に示すように契約形態から始まり、その為に考慮しなければならない下記に示すような各種の契約への影響因子がある．
1 請負業者及び発注者の能力
2 技術条件の固定度合い（設計及び技術仕様の決定度合い）
3 完了時点でのリスクの度合い
4 検収、引渡し条件等々
　その他に、契約形態は遂行すべき仕事の範囲、支払方法（対価）、請負方法、支払う通貨、決済時期及び成約形態の違い等による各種分類方法が下記に示すようにある。

　上記の契約への影響因子の中でもっとも初期に考慮し、プロジェクトのスコープ決定にも必要とする当該プロジェクト遂行に関する発注者側の能力とそれを補完する請負業者との関係である。
1.1 マルチ方式とプライム方式
プロジェクトの規模が大きくなればなるほど請負業者の能力によっては同一システムをエリアごとに複数に分けたり、また各サブﾞシステムに分けたりする必要が出てくる。この時の契約条件としてはマルチ方式を取る場合が多い。
　一方、プロジェクトマネージメント側から見るとマルチ方式はそれだけ関係者も増え，そのインターフェース調整を含めた高度なプロジェクトマネージメントが必要になってくる。
　これは上記の①に示す請負業者と発注者である顧客の能力関係により、プロジェクトの範囲により、プロジェクトを分割したマルチ方式か、一括で1社の請負業者（プライム）への発注にするRFPとするかどうかの判断基準となる。
　表‐１にマルチ方式とプライム方式の特徴を示す。

表―１　マルチ方式とプライム方式
項目
マルチ方式
プライム方式
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２）工事完了

〈完了工事〉
〈設備管理責任〉
〈保証期間〉
各請負業者ごとに工事完了時点が異なる。よって別々の完了テストを行い、設備・システム・ソフト等管理責任の移転が行われるので必然的に保証期限の終りも別々になる。
プライムの管理化で単一工事完了となり、各サブシステムの完了もプライムの責任で管理。なお保証期間は契約上一本となる。（請負業者が下請負する場合は建業法にかかるのでこのケースは無い）

３）保険
各々の請負業者がそれぞれ保険契約するので各業者簡にギャップを生じる。
左記の問題も無く単一契約になるのと保険金額も安くなる。

４）ﾊﾟｰﾌｫｰﾏﾝｽボンド

（履行補償）
各業者が別々にボンドを入れるので、発注者は1社の問題で全体に問題が発生しても他の業者からはボンドの没収は出来ない。
単一なので左記のような問題は無い。

５）品質性能保証
ここの請負部分の保証はされるがシステム全体の保証はされない。

この場合、発注者のリスクとしては契約書にて専門化の派遣による修理の義務付けをして御く必要がある。
単一契約なので請負業者がシステム全体の責任を持ち品質性能保証する。

６）総括
各々の請負業者がそれぞれの与えられた範囲の仕事をするのでそのインターフェースの調整は発注者のリスクとなる。

このため発注者側には高度なプロジェクトマネージメント能力我求められる。
単一契約ゆえ、マルチケースで行わなければならない調整作業から発注者は開放される。但し、全ての作業を請負業者にゆだねることになるので、業者選定は厳密である必要がある。この選定に失敗したら、マルチ方式よりリスクは大きい。

1.2 主要条項の設定
上記の過程を経ては発注方針の枠組みを作り、プロジェクトに求める条件の設定を下記に関連する契約形態を考慮しながら、全体契約の主要条項を決めて行く。
1） 遂行すべき仕事の範囲別の分類

· ＦＯＢ型契約　：機械／材料等の購入取引に利用される形態で本船渡しの契
　　　　　　　　　約であり、機器材料供給メーカーとの売買契約に多く利用

される。
· ＣＩＦ型契約　：上記と同じであるが、船の手配、海上保険を含む現地港渡
　　　　　　　　　しで、若干ＦＯＢ型契約より複雑な手続きがある。
· ターンキー契約：設計、機械供給、建設又は試運転まで含む契約で、キー
　　　　　　　　　（Key）を廻すと設備が動き出すような所までの範囲の仕

事をする。

· メカコン渡し　：機械的完了を意味し、設備の建設を機械的に完了し、運転
　　　　　　　　　の開始の出きる準備までの範囲で仕事を引き渡す

· 試運転渡し　　：メカコン渡しより一歩踏み込んだ契約で、設備の始動、保
　　　　　　　　証運転までの範囲の仕事で引渡し

· 訓練、指導付　：事業会社（発注者）の運転員を訓練、指導する役務までの
　　　　　　　　　範囲を含む

· ソフトウエアー：設計、調達、建設監査、試運転指導に関する個々又は全部
　　型契約　　　　　の役務のみを対象とした契約
　上記の契約形態は受注する請負業者と発注者とのプロジェクト遂行能力にかかわる部分が大きいので、双方の十分な調査を行った上で決定して行くとこと。
２）形態別の契約
· ランプサム契約：代金を一括で決定し、特別の変更がない限りプロジェクトの
　　　　　　　　　完了まで契約事に決まった金額内で全てを実行する契約
　　　　　　　　　（但し、このケースの場合、技術用件及びその他のプロジ
　　　　　　　　　ェト遂行上の条件が全て決まっている必要がある。）

· ｺｽﾄﾌﾟﾗｽﾌｨｰ契約：実績に基づく報酬加算型契約を意味し、プロジェクトの実
　　　　　　　　　積に基づき、その都度清算して行く方式であるが、技術条
　　　　　　　　　が未設定でランプサム契約が出来ない場合に利用する契

約形態

· 単価契約　　　：技術要件が決まらずに、仕事を請け負い業者に発注せざる
　（ユニット）　　得ない場合、機器材料／人件費等の単金を決めて実績生産
　　　　　　　　　して行く契約。運用としては上記のコストプラスフィーと

同じ

· 実績償還部分付：発注側も技術要件が決まっていなくかつ早期のプロジェク
　　ランプサム契約　トスタートを要求し、かつ将来技術要件が決まったところ
　　　　　　　　　　でランプサム契約に切替える契約
３）請負方法による分類
· プライム方式　：単独でプロジェクトの全ての設備又はシステムを設計、
　　　　　　　　　　調達、建設、場合によっては設備の運用までの範囲の仕事
　　　　　　　　　　まで一括で請負う方式

· マルチ方式　　：設備又はシステムを建設エリア別又は技術分野別に分割し、
　　　　　　　　　　数社に発注する方式

· ｺﾝｿｰｼｱﾑ方式　：数社の請負会社が合意のもとで連携して、プロジェクトを実行
　　　　　　　　　する方式（この方式には幾つ者携帯がある）

４）建値通貨による分類
· 円立て契約　　：契約代金が円決済で行われる。日本側の請負業者にとっては為
　　　　　　　　　　替リスクは少ない

· ドル立て決済　：契約代金がドル決済で行われる。日本側の請負業者にとっ
　　　　　　　　　て為替はリスクが出てくるので為替の変動を予測して
　　　　　　　　　　契約金額を決めて行く必要がある

· 多通貨建て契約：多通貨による決済方法であるが一般的には下記ｄ）のケー
　　　　　　　　　　スが多い

· ｵﾌｼｮｱ／ｵﾝｼｮｱ契約　：請負業者が日本企業であればオフショアポーションは円
　　　　　　　　　　　決済か又はドル決済で、オンショアポーションは事業
　　　　　　　　　　　実施国の現地通貨決済
５）決済時期による分類
· 進捗払い　　　：契約時に決められた進捗表により実行作業の出来高を計算し、
　　　　　　　　　　請負業者に契約に従い支払う方式

· ｽｹｼﾞｭｰﾙ払い　：月々又は一定のスケジュールに従った支払い。但し、進捗
　　　　　　　　　　度合いに関係無くこの契約の場合は支払義務が生じてくる。

６）形態による分類
· 特命／随意契約：特に競争入札無しに、ネゴベースにより業者選定して行く
　　　　　　　　　方法

· 指名入札　　　：実績ベースにて発注者側に登録されている請負業者の中
　　　　　　　　　から、その対象プロジェクトに見合った数社が指名され
　　　　　　　　　競争入札させる方法

· 公開入札／　　：一般公募により申し込みを受け付け、応募者には何の制限も
　　一般入札　　　付けず、入札に参加させる方法
　契約形態には上記に示すように多くの種類がある。対象とするプロジェクトの契約形態をこの中のどの形態を取るかはそのプロジェクトに求められる要求条件,仕事の進捗状況、金融状況,仕事の範囲,仕事の進め方、プロジェクトの規模そしてプロジェクトを取巻く環境等々を考慮しながら、場合によっては各種の契約形態を組み合わせてせて設定していく必要も出てくる。
1.3　約書条文の起案
以上の経過を経ながら下表―２の手順に従って契約条文が作られる。
表－２　契約条文作成までのステップ 
プロジェクトを取巻く環境調査
プロジェクトに求められる条件を良く吟味し、本プロジェクト実行に必要な法制度、税制、既存設備・システムの状況、請負業者や機材供給者の状況調査を行い、現地事情の把握をおこなう。（プロジェクトが外国の場合は、現地商習慣、慣習、文化等も良く調べる。）

請負業者能力調査
設備建設・システムは請負業者の能力の良し悪しで決定ずけられる。よって上記の調査をもとに請負業者の調査を重点的に行う。
1 請負業者の同種プロジェクトにおける実績をもとにできる限り多くの候補者をあげる。
2 発注者が本プロジェクトを進めるに当たって考えている契約形態や仕事の進め方、そして候補者の能力を知るための資料入手を目的に事前資格審査を行う。
3 上記の審査、評価の結果を踏まえて次の作業に進む。

作業区分の設定
請負業者の能力および実績等の調査結果に従い発注者と請負業者との作業区分（Scope of Work）を設定する。尚、発注者側のPM能力・技術検討レベルを検討し、請負業者にまかせる仕事の範囲も設定する。

総合スケジュール設定
上記各ステップを踏むことによりプロジェクトの全容が明確になるので、ここで総合プロジェクトスケジュールを建設プラン（Technical & Construction Plan）に合わせて作成する。（マイルストーンスケジュール）

組織／スタッフの設定
総合プロジェクトスケジュールに従って、いつ、どのような人材を、いつまで必要か、を作業区分をも考慮してマンニングスケジュール（Manning Schedule）をプロジェクトプランにあわせて作成する。また、同時にプロジェクトにかかわる最終的組織の設定と各人の役割分担(Job Description)を決める。

ファイナンス形態の設定
上記の各検討を通して事業者がプロジェクトに必要な資金も発注者自身で行うのか、または請負業者にも手配させる必要があるのかを決めておく必要がある。

契約形態の設定
請負契約には多種多様の形態があるが、契約形態は上記の各工程を通して事業会社自身のプロジェクトマネージメントや技術に関する能力、そしてファイナンスの形態等を考慮して下記手順にて設定していく必要がある。











２．引合書の発行
2.1引合書の作成
　引合書の作成までのワークシーケンスは表－２に示す通りであるが、プロジェクト計画書作成の手順と同時並行的に進めることになる。しかし、手順の中には示されていないが、技術的検討がこのプロセスの中で最も時間がかかることから、引合書作成完了の時期が技術的検討の程度（技術要件のみか？基本設計完了後か？）により大きく変わってくる。
　
１）ＲＦＰ（引合書）の構成
　引合書（RFP：Request for Proposal）の目的は、入札により発注者にとって最も有利な条件（価格、納期、品質およびその他条件）で契約するため、複数社から同一入札条件のもとで競争をさせ、コマーシャルおよび技術の両面から審査し、請負業者を決定する目的に準備されるものである。
　一般的な設備建設に関するＲＦＰの構成を下記の表－３すが、この構成は発注者側の標準の構成・形式及びそれぞれ業界の特性にあったものが使用されているので、ここで一概に決め付けることは出来ない。
表－３　引合書の項目例

　なお、引合書を作成する場合は各応札者より提出されるプロポーザル（提案書）の評価の際、各社のプロポーザルの内容を比較・整理するのに必要な手間を省くため、かつ公平さを期すため各請負業者（応札者：Bidder）各社よりのプロポーザル（提案書）内容が均一になるよう提出書類の様式化を行うと同時に評価手順についてもあらかじめ設定しておく必要がある。
　上記項目の中で引合時に事業者の意思を示すものとして大事な書類は“Instruction to Bidder”であり、この書類は請負業者（応札者）へのプロポーザル作成に当たっての“指示および注意事項”を示したものである。
　一方、提出様式の統一ということでは“Bid Form and Price Schedule”があり、ここに評価上重要と思われる対象項目を含めて様式を作成し、請負業者（応札者）に本様式に従ってプロポーザルを提出するように義務づける。
　

　なお、上記に示すＲＦＰの構成はあらゆるプロジェクトに採用できるが、今回はＩＴ系プロジェクトに対応したＲＦＰの標準を作成したので、その標準を本レポートの最終ページに添付する。
　
２）ＲＦＰ（引合書）の発出
　ＲＦＰ（引合書）の作成が完了したらすでに事前資格審査(PQ)を通過した、または発注者の取引業者リストのある請負業者（応札者）に引合書を送付することになる。

　この引合書には必ず入札要請状(Invitation Letter to Bid)をカバーレター(Cover Letter)としてつける。
　なお、本入札要請状を単独で送付し、請負業者（応札者）より期限付でその意志確認を行い、返事があってから引合書を送付する場合もある。
　一般に、入札要請状に記述される内容は、通知日、プロジェクト概要と場所、入札書の受領方法、日時、手続きなど記される。
３）入札前ミーティング(Pre-bid Meeting)

　引合書類が発出されてから入札までの期間中に、発注者（顧客）が入札予定者全部を召集して開催するミーティングを入札前ミーティングと称する。（小規模プロジェクトでは行われない）
　ミーティング開催日は入札指示書に記載されており、開催場所は顧客の事務所のほかプロジェクト現場で行われることもあり、この場合、現場説明会、略して“現説”ともいわれる。目的は事業者（顧客）側からのプロジェクト内容、入札内容の説明や請負業者（応札者）側からの質問受付などによる情報交換会であり、また入札内容を明確にするためのクラリフィケーションミーティング（Clarification　Meeting）の場である。当日の質疑応答が公式な入札指示書の追補として全入札者に配付されることもある。
４）入札(Bid or Tender)
　ＲＦＰ（引合書）発出後複数の請負業者（応札者）に同一条件でそれぞれプロポーザルを提出させ公平な競争により発注者にとって最も有利な条件で請負業者を決めるプロセスを入札という。
この入札の方法には大きく分けて下記の２種類がある。
1 一般競争入札
　一般的にこの種の入札は政府機関など公的なプロジェクトの場合にとられる手法で、新聞や刊行物を通じて公示される。
　しかし、全くこれまで仕事の上でつきあいのない請負業者（応札者）も多数参加してくるという欠点がある。
　この場合はすでに説明したような事前資格審査(PQ)により本入札前に請負業者（応札者）の数を絞るというプロセスが必要となる。
2 指名入札
　業者側との仕事上でのつきあいからの関係および業者からの売り込み等の情報を整理し、事前に事業者（顧客）が請負業者（応札者）を複数選定、指名し、この指名業者間で競争させる方法であり、民間のプロジェクトの入札では多く使用されている方法である。
　特に、公開入札は一般的に事前資格審査(PQ)を行い、この審査で絞った請負業者（応札者）にのみ本入札に参加させる方法も公平を期する意味から推奨できる。
2.2　プロポーザル（提案書）作成
　発注者（顧客）より上記に示すプロセスを通して各請負業者（応札者）はＲＦＰ（引合書）を入手することになるが、ＲＦＰ（入札書）作成は請負業者（応札者）の作業が主となるので、以降はは請負業者（応札者）の観点から記述していくことにする。
　提案書(Proposal)作成作業は、短期間に入札コスト条件書および技術資料の作成を行うので、組織的かつ効率よく作業を行うと同時に、競争相手を常に意識して、全精力をこの作業に投入する必要がある。
　この作業期間はプロジェクトの規模、特性によって異なるが、約１～２カ月程度のものが多い。

　提案作業は発注者（顧客）に自社の提案するシステムまたは製品に関する技術資料や本プロジェクトを遂行するための条件をＲＦＰ（引合書）に示される内容に従って作成する作業である。
１）組織と人選
 入札時期は請負業者（応札者）の営業による情報収集活動などから、早い時期からわかっている場合が一般的である。一方、入札に向かって、そのプロジェクトの引合い内容およびプロジェクト規模によりプロポーザルチームとその責任者を早くから万全の体制を整え決めておく必要がある。
　場合によっては、他社と合弁または連盟にてプロポーザル作成作業を進める必要のある場合もある。関係各社とも具体的に提案書（プロポーザル）作成作業をするに当たって必要な合意書および役務分担を規定し、入札作業に入る体制を整えておく必要もある。
　このように他社より少しでも優位になるよう先手を打った活動を行い、早期の体制と人選を行うことが重要である。
２）ＲＦＰ（引合書）の読み込みおよび方針設定
　提案書（プロポーザル）作成担当プロジェクト組織においてＲＦＰ（引合書）の読み込みを行い、該当プロジェクトにおける見積方針をプロポーザル作成実行前に表－３の項目に従って設定し、その計画を明確にし、関係各位に連絡する。
　表－３　提案書（プロポーザル）計画

３）キックオフミーティング
　提案(プロポーザル)方針設定後、プロポーザルチームマネージャ（プロジェクトマネージャ）の名のもとで関係各部の担当キーパーソンを召集し、本プロジェクトに関する方針を説明し、その周知徹底を図る。
　但し、このキックオフミーティング開催時点までには関係専門別組織の所属長には前もって必要書類を配布し、各部専門担当者には内容を十分把握させておく必要がある。
　勿論、各部専門担当者は上記書類の到着と同時に各専門的組織の所属長はプロジェクトの規模、内容に合わせて決定されていることが必要である。
このキックオフミーティングは、作業の意識の統一という観点からみても非常に重要なものである。ここで打ち合わされたプロポーザル作成方針や注意事項に基づき、各部担当は実質作業に入ることとなる。
４）提案書の作成
　提案書(Proposal)の構成内容については発注者（顧客）よりのＲＦＰ（引合書）に規定される場合とそうでない場合とある。一般的には商業的条件を示すコマーシャルプロポーザル(Commercial Proposal)と技術に関するテクニカルプロポーザル(Technical Proposal)の２つの部分から構成されている。提案書の構成及び内容は発注者（顧客）の指示があれ場それに従うが、もし指定がなければその一例を表－４及び５に示す。

1 商業的条件
　顧客の求める見積条件を精査し、RFPの項目内容に従い確認を行い、リスト（Compliance List）を作成する。この方法は顧客要求条件との照合により、顧客側も入札する側も明確に条件確認ができるメリットがある。
　その他、顧客要求条件の中にリスクファクターがあればそのリスク対応策を提案条件、契約条件、そして提案コストまたは技術条件としてリスクの種類に応じて考慮することもこの時点で行う。また、プロジェクト開始後の顧客要求条件の変更・追加等が発生することも考慮し、変更・追加条件もこの時点で定義し、明確にしておく。
　このようなもろもろの作業の結果をまとめ、コスト積算、そして提案書（プロポーザール）作成を行い商業的条件をまとめる。

②　技術的（Technical）条件
　ここでは提案物件の技術的内容を詳述する。
　なお、所掌範囲については上記商業的条件で説明しきれない技術的条件もここでも詳述する。
 見積作業は競争相手を意識して作業を進める必要がある。この時いつもジレンマに陥るのは、良い技術を事業者（顧客）に提示したいが金額的に高くなる。しかし提案金額を安くするには上記と逆になる。
　この調整役となるのがプロポーザルマネージャ（プロジェクトマネージャ）であり、場合によってはかなり高レベルの決断が求められるケースもある。
　しかし、何はともあれ提案金額が勝負となるので、見積作業は必ず原価コストを算出し、利益限界点を十分知った上で行う必要がある。この利益限界点を算定する作業はトップマネージメントの最終提案価格の決定に際しての指針ともなり、非常に重要なステップでもある。しかし、プロジェクトリスクを考え過ぎて、そのコスト算出において余裕をみた金額を提案して失注となったり、プロジェクトを受注したいがために利益限界点を下回った金額で受注し、赤字採算になったりと、この時点の作業は大きくそのプロジェクトの採算に影響してくることになる。場合によっては責任問題にまで発展する可能性もある。
　このように提案書（プロポーザル）作成は短期間にかなりの精度の高い、そして下請負業者よりの見積取得やその提案内容の精査等多くのコミュニケーション作業を要する。そのため、より性格で迅速なコスト積算のため、対象のプロジェクトに対応したコスト積算のプロフェッショナルの起用とそれをサポートする万全の体制をとる必要がある。
５）提案書（プロポーザル）提出
　プロポーザルは短期間に技術検討、スケジュール(Schedule)の作成、仕事の範囲(Scope of Work)の設定、コスト見積、そして契約条件の確認等々の作業結果として作成されなければならず、かつ、競争に耐える魅力あるものとし、発注者（顧客）に指定時期までに提出する。
　請負業者（応札者）としてはこのプロポーザル作成までの営業活動を含めたコストもプロジェクト規模によるがかなりの金額になることもあり、請負業者（応札者）としては“絶対に勝つ”という気持でこのプロポーザル作成作業を行う必要がある。
　

なお、プロポーザルの構成の概要については前記にて示した通りであるが、下記にその具体例を示すのでプロポーザル作成の参考にするとよい。
表－４　商業的プロポーザル

表－５　技術的プロポーザル

３．３　評価・交渉
３．評価・交渉・契約　

請負業者（応札者）より提案書（プロポーザル）を入手後、発注者（顧客）側で各社のプロポーザルを評価することになるが、プロポーザルの開封の仕方として一般的に下記の２種類がある。
・　オープンビット（Open  Bid）
· クローズドビット（Closed  Bid）
　オープンビットの場合は、入札指定日に各社プロポーザル提出後、各社の提案コストを発表し、ここで請負業者（応札者）のコストの順位がわかることになる。
但し、この時はあくまでも入札コストの結果だけの発表だけであり、技術的条件および内容、仕事の範囲、コマーシャル条件および内容においての詳細評価はその後になる。
　この場合、必ずしも最も低い価格を提案した企業が落札するとは限らないので、入札コストの順位のみに余りこだわる必要はない。それだけにその後のフォローアップがかなり重要なステップとなる。（但し、正式な引合書も無い入札の場合、コストだけで決まってしまうケースもあるので、入札に関する営業情報には注意を払う必要がある。）
　クローズドビットの場合は、上記の方法とは異なり、発注者（顧客）内部の限られた人々により請負業者（応札者）の提案書（プロポーザル）の評価が行われるものである。
　しかし、この場合でもただ傍観しているだけでなく、応札者は営業が作り上げた発注者内部とのコネクションを利用したり、または発注者内部に深く入り込んでいるエージェントを使って情報の収集を行う。
　そして自社に有利な情報を入手し提案書や自社の優位性を示す情報の発注者（顧客）へのインプットなどへのフォローアップを行うことが重要である。（但し、談合、金銭の授受等きわどい行為は許されない）
3.1　評価
　発注者（顧客）は請負業者（応札者）がプロポーザル作成作業を行っている時期に各社のプロポーザル評価の基準を作成しておく必要がある。
　この評価の過程でも、以外と多くの外乱が入ってくる。例えば、発注者（顧客）がひいきにする請負業者（応札者）への便宜をはかったり、はたまた落選した請負業者（応札者）より評価の不公平に対するクレームが来たり、また事業者（顧客）内担当者間で意見が分かれたりといろいろな事象が発生する。
　そのため、評価の公平／透明性を高めるために、下記例に示すような評価基準を作成する必要がある。
①世銀プロジェクトの例
　日本のODAプロジェクトも同じと思われるが、このような公共資金に基づくプロジェクトは必ずコンサルタントを雇い、設計、入札、評価等々の役務も委託している。
　請負業者（応札者）も技術的にも優れている企業が多いことから評価の配点も提示コストの善し悪しに重点を置いている。その配点例を下記に示す。

　なお、配点に幅をもたせているのはプロジェクトの特性によって決められるようにしているためである。
②コンピュータネットワーク開発プロジェクトの例
　この場合は、請負業者（応札者）がソフト開発会社とハード供給会社の組み合わせのものである。これら各企業も同一プロジェクトに経験もなく、プロジェクトの完成を本当に望めるのかという危惧をもっての評価配点となっている。

           　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　                

　　　　
　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
③電気通信設備プロジェクトの例
　本プロジェクトは金額規模で４００～５００億円と比較的大きく、プロジェクトの内容も交換機、伝送、無線、局外線路、局舎そしてオペレーション監視システムと殆どのシステムを含む広域電気通信システムプロジェクトである。

　評価配点表は当然のことながら、上記に示す大項目からさらに小項目を作成し配点を行うようにする。なお、一度決定された配点は評価の途中で変更・修正は行わないようにする。

3.2　契約交渉
　発注者（顧客）による評価の結果、いよいよ絞られた請負業者（応札者）数社に対し、面対にての確認や契約内容および金額に対する交渉が開始される。
　評価の結果では、請負業者（応札者）の順位づけをすることだけであり、必ずしも１社に絞ることではない。よって評価結果の格付での上位の落札者から順次呼び出され交渉のテーブルにつくこととなる。この交渉は事業者（顧客）が請負業者（応札者）よりのプロポーザルに示される内容および各種提案条件などの確認や調整を行い、より事業者（顧客）の要求する条件に極力近づけることを応札金額の実質値下げを含めて交渉を面対で行う場である。
　なお、この交渉作業は場合によってはその調整作業に時間がかかるケースもあり、プロジェクトの全体スケジュール上、その実行を急ぐ場合、事業者（顧客）は契約上の諸条件が一応の了解点に達したところでプロジェクトの仮発注をする場合もある。このため、その旨の事業者（顧客）側の意思を示す内示書（Letter of Intent）を出して、実行作業を進めながらさらに最終契約のための交渉を進めるケースもある。

　下記に交渉から契約調印までの経緯を示す一般的な手順を示す。
尚，下記手順はオープンビッドでもクローズドビッドでも同じ手順を踏むが、スケジュール的な問題で緊急にプロジェクトを発足したい場合は内示書（Letter Of Intent）発注の場合もあるが、その場合でもコスト確認までの手順は行う必要はある。

















































3.3 　契約調印

　以上のプロセスを分で契約書の調印となる。

なお、契約書は交渉の結果の全てを網羅し、契約書の全体構成をRFPの要求に従いまとめた後に調印となる。

　以下に契約書の全体構成として記述される項目を示すが、この構成もプロジェクトの特性、規模そして内容によって変わってくる。

　




単一契約





複数契約





発注者





請負業者





発注者





請負業者





請負業者





請負業者





プロジェクト実行者と法務叉は契約担当者にて条文のレビューを行い、責任上長の承認を得る。





一般約款条文


参考：エンジニアリング振興協会（ENAAモデルフォーム）、FIDIC等の國際基準または同種プロジェクトの契約条文





プロジェクトの特性および契約の形態に合わせて、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行側の要望に合わせて法務または契約担当が原稿を作成する。





プロジェクト実行側にてプロジェクトの特性・内容を考えて技術面そして各種リスク面への対応策を考慮し、そのコメントを法務叉は契約担当に示す。
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引合書（RFP）





・Instruction to Bidder （入札者への一般的注意事項および勧告）


・Form of Agreement（契約時の様式フォーム）


・General Terms and Conditions　（一般約款）


・Special Condition（当該プロジェクトに関する一般約款に述べていない約款）


Bid Form and Price Schedule（入札者の入札用フォームおよびプロポーザルコス


　トフォーム）


・Technical Specification / Drawing　（技術資料）


・Bill of Quantity (B/Q)　（機器材の数量を示したテーブル：出来ればここまで示す）











拒否又は提出要求





RFPにおける


要求書類の有無


（ボンド・保険）





Note：


ＩＴ系のプロジェクトでの見積期間はまちまちであるが、一般的に短いものが多い。その上、要件が明確でなく、プロジェクト期間が短い。


この分野は顧客側が技術および入札書作成に習熟していないことが原因と考えられる。





受注方針


役務分担（システムオーナー、パートナー、商社、サブコン、etc.）


見積組織


見積方針


－外部委託の方策および範囲


－現地調査の要否および職種、人員、期間


ー見積方法


５．見積工程


６．プロジェクト遂行方針


ー品質目標、組織、担務、工程管理（スケジュール管理）等々


ー設計計画：設計方針の設定、外部委託、コンピュータ使用、etc.


ー調達計画：海外調達、特定ベンダー、第三者検査機関、輸送、etc.　＊


ー工事製作計画：組織、マンパワー、サブコン、etc.


ー金融計画：ファイナンス方針、為替リスク


－現地産業利用方針


７．入札書作成方針


ー引合書への対応


ープロジェクト総合線表


ー顧客引合書に対する修正案（作成、指示の方針）


ー代替案（作成、指示の方針）


ー技術内容（作成グレード、方法）


ー契約・コマーシャル


ーその他セールスポイントの列挙


８．リスク分析


９．入札書の構成








商業的プロポーザル


１．全般(General)


１）序文(Introduction)


本プロポーザルで提示しようとしている設備の名称、建設地およびプロジェクト


　規模


・提案システムの概要


２）引合書要求事項に対する提案（含むコンプライアンスリスト：Compliance List）


３）提案金額(Proposed Price)


・見積総額


・見積金額のブレークダウン(Cost Breakdown)


・条件（支払条件、見積有効条件、為替／エスカレーション等々）


４）提案条件(Proposed Condition)


提案対象物（システムの範囲、インターフェース条件、既設設備との関係を示す。


　詳細はテクニカルプロポーザル）


役務、所掌範囲（システムの範囲、設計、製造、輸送、保管、建設、テスト、試運


　転そしてプロジェクト管理の役務内容と範囲の一覧表）


・業務の遂行方法と体制


ープロジェクト遂行組織（コンソーシアムであればその組織）と各キーセクションの


　役割


ープロジェクトの管理方法および手順


ー品質保証体制およびその計画


・納期


ープロジェクト総合線表


ー線表の説明


５）契約条件


・引合書に契約本文があればコンプライアンスリストにより処置


・引合書に契約本文がなければ請負業者（応札者）例にてプロポーズ








技術的プロポーザル


１．全般(General)


１）序文(Introduction)


技術的プロポーザル全般の構成および商業的プロポーザルとの関係、特に金額算出に際しての技術的根拠を示す。


２）対象設備


・設備の全体構成のわかる図面／表（例えば、ネットワーク構成図、システム構成図、機器リスト、機器配置図、局配置図等）を示し、そこに請負対象範囲を明示する。


・引合書での技術要求を含めた各サブシステムの機能、仕様等に関する説明


・機器類の図面や性能を示す書類








Evaluated price of equipment or system


Price of common list spare parts 


Technical feature, maintenance and operation cost　


Service and spare parts availability


Standardization


Total





配　点


60～90


0～20


0～20


0～20


0～20


100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





配点


10


20








10　





内容


 プロポーザルの出来具合、質問に対する的確さと迅速さを全評価過程でみる。


同一プロジェクトでの実績、技術者への能力、質およびシステムの開発環境等


技術上の要求事項に関するプロポーザル内容








Documentation


Capability








H/W Spec





Training





Field Maintenance and Support


Bidder's Profile and Project Execution  Method


 Proposed Price　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








顧客技術者への研修（含む研修設備）および技術移転


設備完成後の保守体制、スペアパーツ供給および運用上のサポート体制


応札者企業の評価およびプロジェクトマネージメント能力とその体制





所掌範囲、契約条件およびその他の要求条件が満たされているという前提











5





5





10








40





Cost


Commercial





Technical Matter





 PJ　Management 





・Operation　　　　　　　　　　　





40（40）


20（10）





10（20）





20（15）





10（15）





提案金額（但し評価・調整後のコスト）


要求条件への適合性、支払条件、変更完了リスク、その他


要求条件への適合性、機器の普及度合品質／信頼性


手法／能力、組織と人材、インテグレーション管理能力、スケジュール管理


要求条件への適合性、資源管理、保守　体制、スペアパーツの供給


（　）内はマルチ方式（複数の請負会社への発注契約の場合





Note


官公庁のIT関係の入札結果評価は経済産業省が平成１４年から導入した総合評価落札方式が採用されている。技術点５０％と価格点５０％を前提とした総合評価点で技術的な評価が重要視されている。


すなわち、技術点は各項目後とに配点が設定され、その総合点を１００とし、価格点は（１－入札価格／予定価格）ｘ１００としている。その合計が多いほど良いということになる。





OK





＊１）共同体構成の必要なPJの場合





NO





提出要求＊１）





共同体同意書





提出承諾又は提出





NO





交渉（基本的には顧客準備の契約書をベースとするが無ければ入札者作成の契約条文にて行う。）





契約条件内容の確認





合意





調整・修正





ｐJ計画


（スケジュール他）





交渉・詳細調整





NO





調整・修正





YES





交渉･詳細調整


（本件の交渉の結果はスケジュールまたは契約条件にも関連するので、それら得の影響度も考慮）





スコープと責任範囲





NO





NO





技術要件確認





関連書類の調整・修正





入札コスト





上記の各交渉の結果影響を受けるコストを考慮に入れて最終的な交渉をこの段階で行う。





コスト調整





有力他入札者（3社程度）との上記に示す内容と同じ内容での交渉結果





最終交渉





他入札者との比較





NO





合意





拒否





NO





支払い条件





契約書作成（契約様式に従って）





契約調印





契約様式 





（Form of Agreement）








・作業手順＊２）


　　　　　


Work Procedure








　　・変更単金


(Unit Rate for Work Change)


  ・ﾎﾞﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ


Form of Bond)


・保険（(Insurance）


・PJ組織


（Project Organization)











・一般約款


(General Terms & Condition)


・特別約款


（Special   Condition)








　添付書類


(Attachment) *１)


 契約金額条件


(Basis of Contract Price)


コストの詳細


(Cost Breakdown)








＊２）


品質マニュアル


コミュニケーション手順


支払い手順


承認・照査手順


作業変更手順


順調整手順


検査試験手順


進捗報告手順








１）


仕事の範囲


スケジュール


支払条件


技術仕様


完了条件


性能保証





Note


契約書は大きく分けて、一般約款と特別約款がある。定型的な小規模プロジェクトは一般約款の定型条文で営業だけの処理で十分である。しかし、複雑・規模大のプロジェクトでは一般約款だけでは不充分であり、特別約款条文やその他の付帯書類の準備が必要となる。この場合は営業だけの処理で不可能であり、必ずプロジェクトマlージャとの共同作業で、契約書を作成して行く必要がある。特に投資型プロジェクトは財務や法務もからんでくるのでその調整役としての役割も出てくる。このため、プロジェクトマネージャを含むそのスタッフも契約条文やプロジェクトの特性に会った契約形態についての知見を持っている必要がある。
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